
 四日市市都市計画法関係手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年７月１日 

                     四日市市長  森  智 広 

 

四日市市条例第２９号 

   四日市市都市計画法関係手数料条例の一部を改正する条例 

 四日市市都市計画法関係手数料条例（平成１２年四日市市条例第１９号）の一部を

次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

四日市市都市計画法等関係手数料

条例 

四日市市都市計画法関係手数料条

例 

  

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、都市計画法（昭和

４３年法律第１００号。以下「法」と

いう。）及び宅地造成及び特定盛土等

規制法（昭和３６年法律第１９１号）

に基づき本市が行う事務に伴い徴収す

る手数料に関し、別に定めるもののほ

か必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、都市計画法（昭和

４３年法律第１００号。以下「法」と

いう。）に基づき本市が行う事務に伴

い徴収する手数料に関し、別に定める

もののほか必要な事項を定めるものと

する。 

 

改正後 

別表（第２条関係） 

事務の種別  名称  規模  金額  

（略） 
 



 

１１ 都市計画法施行規則

（昭和４４年建設省令第４９

号）第６０条に基づく都市計

画法の規定に適合しているこ

とを証する書面の交付 

（略） 

１２ 宅地造成及び特定盛土

等規制法第１８条第１項又は

第３７条第１項の規定に基づ

く検査（同法第１５条第２項

又は第３４条第２項の規定に

より、同法第１２条第１項又

は第３０条第１項の許可があ

ったものとみなされたものの

検査に限る。）の申請に対す

る審査 

宅地造成

及び特定

盛土等規

制法に関

する工事

の中間検

査申請手

数料 

 

盛土又は切土をする

土地の面積が０．０

５ha以内のとき 

０．０５haを超え

０．１ha以内のとき 

０．１haを超え０．

２ha以内のとき 

０．２haを超え０．

３ha以内のとき 

０．３haを超え０．

５ha以内のとき 

０．５haを超え１ha

以内のとき 

１haを超え２ha以内

のとき 

２haを超え４ha以内

のとき 

４haを超え７ha以内

のとき 

７haを超え１０ha以

内のとき 

１０haを超えるとき 

４，４００円 

 

 

４，５００円 

 

４，７００円 

 

５，０００円 

 

５，５００円 

 

６，４００円 

 

８，５００円 

 

１２，０００円 

 

１９，０００円 

 

２７，０００円 

 

４５，０００円 

 

 

 



改正前 

別表（第２条関係） 

事務の種別 名称 規模 金額 

（略） 

１１ 都市計画法施行規則

（昭和４４年建設省令第４９

号）第６０条に基づく都市計

画法の規定に適合しているこ

とを証する書面の交付 

（略） 

 
 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年８月１日から施行する。 

（都市整備部開発審査課） 

 

 

 

 

 

 


